
Studio Nibble 会員規約 

Studio Nibble（以下「本クラブ」といいます）のご利用に際し、下記の事項を遵守さ

れますようお願い申し上げます。 

第 1 章 総則 

第 1 条（運営管理） 本クラブの運営・管理（会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収

受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む）は、Studio Nibble 代表 松本崇寿

が行います。 

第 2 条（本クラブの目的） 本クラブは、会員が本クラブ内の施設及び本クラブが提供

するサービス（AI アプリケーション等を含む）を利用し、心身の健康維持・増進を図

ることを目的とします。 

第 3 条（会員区分と定義） 

本クラブの会員は、以下の 3 つの区分に分類されます。 

1. パーソナルメンバーシップ会員 

所定の「パーソナルメンバーシップ費」を支払い、パーソナルトレーニングを

中心としたサービスを利用する会員。 

2. セミパーソナルメンバーシップ会員 



所定の「セミパーソナルメンバーシップ費」を支払い、少人数制クラスを中心

としたサービスを利用する会員。 

3. Nibble solo 会員（月謝制） 

第 2 スタジオ（Nibble solo）の定額プラン（月謝）を契約し、セルフトレーニ

ングを利用する会員。 

 

第 2 章 会員資格・入退会・諸費用 

第 4 条（入会資格） 本クラブに入会できる方は、以下の要件をすべて満たす方としま

す。 

1. 本規約および本クラブの諸規則を遵守することに同意する方。 

2. 医師等により運動を禁じられていない方。 

3. 暴力団関係者、反社会的勢力関係者、薬物異常者でない方。 

4. 過去に本クラブより除名処分を受けていない方。 

 

 

 



第 5 条（会費、メンバーシップ費および購入権利） 

1. メンバーシップ費と権利 会員は、所属する区分に応じたメンバーシップ費ま

たは月会費を支払うことで、以下のチケット購入権利および施設利用権を有し

ます。 

o 【パーソナルメンバーシップ会員】 

 パーソナルトレーニング： すべてのチケット（回数券・単発）

を購入可。 

 セミパーソナルトレーニング： 「単発チケット（1 回券）」のみ

購入可。（※回数券の購入は不可） 

 Nibble solo（第 2 スタジオ）： 「単発チケット（ドロップイ

ン）」を購入可。 

o 【セミパーソナルメンバーシップ会員】 

 セミパーソナルトレーニング： すべてのチケット（回数券・単

発）を購入可。 

 Nibble solo（第 2 スタジオ）： 「単発チケット（ドロップイ

ン）」を購入可。 



 パーソナルトレーニング： 購入不可。（※利用希望の場合はビ

ジター利用またはプラン変更が必要） 

o 【Nibble solo 会員】 

 契約した月額プラン規定の回数内で、第 2 スタジオを利用可。 

 他サービスの利用には、別途ビジターチケットの購入が必要。 

2. 支払い義務 パーソナルメンバーシップ会員およびセミパーソナルメンバーシ

ップ会員は、施設利用の有無にかかわらず、会員資格（チケット購入権利およ

び予約枠）を維持するための対価として、所定のメンバーシップ費を毎月支払

うものとします。 （※既存会員への特例措置として免除されている場合を除

く） 

3. チケットの有効性 各種チケットは、有効な「対応するメンバーシップ資格」

を有している期間に限り利用可能です。退会または会員資格を喪失した場合、

残存するチケットはすべて無効となり、返金は行いません。 

 

第 6 条（会員資格の喪失・自動退会） 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会

員資格を喪失します。 



1. 退会手続きが完了したとき。 

2. 第 7 条により除名されたとき。 

3. 会員本人が死亡したとき。 

4. ⾧期間の未利用（3 ヶ月ルール）： メンバーシップ費の免除を受けている会員

（既存のチケット会員等）において、最終来店日から 3 ヶ月間本クラブの利用

がない場合、本クラブは当該会員の会員資格を停止または失効させることがで

きるものとします。 

o 資格失効後に利用を再開する場合は、別途定める再登録手続き（メンバ

ーシップ費への加入等）が必要となります。 

第 7 条（除名） 本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員

資格の一時停止または除名をすることができます。 

1. 会費・諸費用を 3 ヶ月以上滞納したとき。 

2. 本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。 

3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。 

4. 入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 

5. 他の会員やスタッフに対する迷惑行為、ハラスメント、誹謗中傷を行ったと



き。 

6. その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。 

第 8 条（プラン変更・休会・退会） 

1. 会員がプラン変更、休会、または退会を希望する場合は、希望する月の前月 10

日（10 日が休館日の場合は翌営業日）までに、本クラブ指定の WEB システム

（hacomono）より手続きを行うものとします。 

2. 電話、電子メール、口頭での手続きは受け付けません。 

3. 期日を過ぎての手続きは、事務手続き上、翌々月（退会の場合は翌月末）の扱

いとなります。 

第 3 章 施設利用・安全管理 

第 9 条（自己責任と免責） 

1. 会員は、自己の責任と危険負担において本クラブの施設を利用するものとしま

す。 

2. 本クラブは、会員が施設利用中に生じた盗難、怪我、その他の事故について、

本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いませ

ん。会員同士のトラブルについても同様とします。 



第 10 条（健康管理） 

1. 会員は、自身の健康状態を常に把握し、体調不良時は利用を控えるものとしま

す。 

2. トレーニング中に体調の異変（頻脈、動悸、めまい、胸痛等）を感じた場合

は、直ちに運動を中止し、スタッフがいる場合は申し出るものとします。スタ

ッフ不在時（セルフトレーニング時）は、第 14 条の緊急対応に従ってくださ

い。 

第 11 条（禁止事項） 会員は、本クラブ内において以下の行為をしてはなりません。 

1. 酒気を帯びての使用。 

2. 刃物や危険物の持ち込み。 

3. 本クラブの許可なく、他者に対するトレーニング指導（営利・非営利を問わ

ず）を行うこと。 

4. 本クラブの許可なく、会員以外の第三者を同伴または入室させること。 

5. 物品販売、勧誘、政治・宗教活動。 

 

 



第 4 章 Nibble solo（セルフトレーニング）特約 

第 12 条（Nibble solo / セルフトレーニング特約） 

本条は、第 2 スタジオ（Nibble solo）を利用するすべての会員に適用されます。 

1. プラン内容と利用制限 Nibble solo 会員は、契約プランに応じた以下の回数制

限に従い施設を利用するものとします。 

o ライトプラン： 月 4 回まで利用可。 

o スタンダードプラン： 月 8 回まで利用可。 

o ハイブリッドプラン： 月 8 回までのセルフトレーニングに加え、月 1

回のパーソナルトレーニング（45 分）が付帯します。 

2. 利用時間 1 回あたりの利用時間は 45 分とし、完全予約制・入替制とします。 

3. 無人営業と入退室 

o 第 2 スタジオは原則としてトレーナーが常駐しない無人環境で提供され

ます。 

o 会員は貸与された IC カードまたはスマートロック認証を用いて入退室

を行うものとします。 

o 会員本人以外の入室（共連れ）、および会員証の貸与・譲渡を固く禁じ



ます。違反が発覚した場合、即時の除名および違約金を請求します。 

4. AI アプリの利用 Nibble solo 会員およびハイブリッドプラン会員は、本クラブ

が提供する AI 搭載 WEB アプリ（食事解析、メニュー作成等）を追加料金なし

で利用することができます。 

第 13 条（AI アプリの利用） 

1. 本クラブが提供する AI 搭載 WEB アプリによる食事解析やメニュー提案は、健

康増進を目的とした情報提供であり、医師による診断・治療・指導に代わるも

のではありません。 

2. AI アプリの提案内容の実践は会員自身の判断で行うものとし、その結果につい

て本クラブは責任を負いません。 

第 14 条（緊急時の対応） スタッフ不在時に、会員自身の怪我や急病、または火災・

地震等の緊急事態が発生した場合、会員は自身の携帯電話等を用いて、速やかに関係

機関（119 番、110 番）および本クラブの緊急連絡先へ通報する義務を負います。 

第 15 条（設備利用と原状回復） 

1. 会員は、施設内の機材・備品を丁寧に取り扱うものとします。 

2. 利用終了後は、使用した機材を所定の位置に戻し、備え付けの消毒液で清掃を



行うものとします（原状回復義務）。 

3. 会員の故意または過失により設備を破損・汚損した場合、その修復費用を賠償

していただきます。 

第 16 条（監視カメラ） 防犯および利用状況の確認のため、施設内には監視カメラを

設置し常時録画を行います。会員はこれに同意の上で利用するものとします。 

第 5 章 その他 

第 17 条（施設の休業・閉鎖） 天災地変、施設の修繕、行政指導、その他やむを得な

い事由により、本クラブの一部または全部を臨時休業または閉鎖することがありま

す。 

第 18 条（規約の改定） 本クラブは、本規約および諸費用を必要に応じて改定するこ

とができます。改定内容は、本クラブの WEB サイトまたは施設内掲示により告知

し、告知日より全会員に適用されるものとします。 

第 19 条（個人情報） 本クラブは、会員の個人情報を別途定める「プライバシーポリ

シー」に従い、適切に取り扱います。 

附則 本規約は、2026 年 2 月 12 日より施行します。 

 


